
【インフルエンザによる出席停止について】 

  ＝発症した後５日を経過し，かつ，解熱した後２日を経過するまで＝ 

インフルエンザは学校感染症第２種に指定されています。医療機関で「インフルエンザに

感染している」と診断された場合には，医師の指示に従い療養すると共に，許可が出るまで

登校することができません。学校まで必ずご連絡ください。 

 

 

 

 

 

新しい年がスタートしました。3年生は新しい環境での“自立”を控えている人もいると思い

ます。目指す自立の一つに「健康を自分で管理する」こともぜひ加えて欲しいと思います。そし

て 1 年生 2 年生も，その準備はすでに始まっています。まずは，このインフルエンザのシーズ

ンを自己管理で乗り切りましょう。 

 

 

気温が低く，空気の乾燥しているこの季節はインフルエンザの流

行の危険性が高く，注意が必要です。いったん流行が始まると短 

期間に多くの人へ感染が広がります。本校でもインフルエンザでの欠席がではじめました。手洗

いはもちろんですが，十分な休養と栄養をとり，体力や抵抗力をつけておくことも大切です。ま

た，インフルエンザを疑う症状が出たときは早めに医療機関を受診し，無理をせず安静にしまし

ょう。 

※インフルエンザの症状 

 急な発熱（38℃以上の高熱）頭痛，全身倦怠感，筋肉痛，関節痛などが出現し，続いて 

鼻水・咳などの呼吸器症状が強いのが特徴です。 

感染経路は，くしゃみ・咳・会話などで口から発する飛沫による飛沫感染と，ウィルスが付 

着した手で，目・鼻・口などに触れることによる接触感染です。 
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